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 本日は年度末の大変お

忙しい中、平成１９年度

通常総代会を招集いたし

ましたところ、多数ご出

席下さいまして、心から

感謝申上げます。三寒四温という時期になってい

る様でございます。雪が降ったかと思えば暖かく

なり、また寒くなってみたりということで、いよ

いよ春耕、春の農作業が近づいてきたなという実

感もさせられるところでございます。皆さんが揃

って実りの秋を迎えられますこと、心から念じる

次第でございます。 

さて、当土地改良区と関連がございます潟周辺

の湛水防除事業は、平成４年度に着工した金沢地

区を皮切りに整備が進み、最後の津幡地区も今月

末には完成し、４月からはいよいよ運転が開始さ

れます。これまで幾度と無く浸水被害を受けて来

ました舟橋地域の方々にとっては、大変喜ばしい

ことではなかろうかと思っています。これも偏

に、皆様の事業に対するご理解ご協力の賜であり

深く感謝申し上げます。 

本日の総代会ですが、今年度から総代会を３月

の通常総代会の１回としたため、１８年度決算、

１９年度補正、２０年度予算と多くの議題を提案

致しました。皆様には、慎重なるご審議をお願い

申上げます。 

議案の概要を申しますと、平成１９年度補正予

算については、第５選挙区において、総代に欠員

が生じ補欠選挙の費用が必要になったこと、新農

業水利システム保全対策事業の事業負担金等に

ついて変更が生じたために補正を行うもので、昨

年８月１０日の理事会において専決承認いただ

いたものでございます。 

平成２０年度の事業計画については、新農業水

利システム保全対策事業により、潟端南第２排水

機場と潟端北第１、第２排水機場の管理の省力化

を図るため遠隔制御装置の設置・改造を事業費４

００万円で実施します。また、維持管理適正化事

業では、指江排水機場のゲートの機能回復を図る

ため更新・整備を事業費６００万円で実施する予

定です。 

平成２０年度の一般会計予算については、予算

額５，８４０万円、対前年度当初予算比２２％の

減、金額では１，６８０万円の減となっておりま

す。これは適正化事業、新農業水利システム保全

対策事業等の事業費が減額となったためです。 

最後になりましたが、総代の皆様の任期は、本

年１０月２５日で満了となります。本総代会が現

任期中最後の会議になるのではないかと思いま

す。改選日程等については、津幡町選挙管理委員

会と調整し、決まりましたら広報等でお知らせし

たいと思っていますので、よろしくお願い申上げ

ます。以上、誠に簡単ではございますが、開会の

ご挨拶と致します。 

 

 

  
始動ボタンを押す矢田理事長はじめご来賓各位 

 
理事長 矢田 富郎 

理 事 長 あ い さ つ     通常総代会より 

◆ 舟橋排水機場完成 

 石川県が平成１６年度から津幡町舟橋地区で

進めてきた湛水防除事業「津幡地区」の工事が完

了し、本年６月１９日新舟橋排水機場で関係者約

７０人が出席して通水式が行われました。 

本事業は、津幡川と能瀬川間の低平地１６１ｈａ

を受益とし、農地、住宅地の湛水被害を防止する

ため、総事業費８億１千万円で排水機場の新設と

全長１．５ｋｍの導水路の整備が行われました。
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平成１９年度通常総代会は、平成 20 年 3 月 8日午前 10 時から河北郡市会館 2階ホールで開催されま 

した。総代 62 名（現定数 76 名）が出席し、高道議長により審議が進められました。 

 上程された議案は、17 議案で全議案原案通り可決されました。 

 

議案第 1 号 平成18年度事業報告書の承認につ

いて 

議案第 2 号 平成18年度一般会計収支決算の承

認について 

議案第 3 号 平成18年度決済金特別会計収支決

算の承認について 

議案第 4 号 平成18年度職員退職給与積立金特

別会計収支決算の承認について 

議案第 5 号 平成18年度管理区積立金特別会計

収支決算の承認について 

議案第 6 号 平成18年度財産目録の承認につい

て 

議案第 7 号 平成19年度一般会計収支補正予算

の承認について 

議案第 8 号 平成 20 年度事業計画について 

議案第 9 号 平成 20 年度役員報酬額について 

議案第 10号 平成 20年度一般会計収支予算につ

いて 

議案第 11号 平成 20年度決済金特別会計収支予

算について 

 

議案第 12号 平成 20年度職員退職給与積立金特

別会計収支予算について 

議案第 13号 平成 20年度管理区積立金特別会計

収支予算について 

議案第 14 号 平成 20 年度賦課金の賦課基準、賦

課徴収方法及び賦課期日について 

議案第 15号 平成 20年度に徴収する決済金並び

に特別徴収金について 

議案第 16号 平成 20年度歳計現金等の預入先に

ついて 

議案第 17 号 役員の補欠選任について 

 

 

 

 

◆ 役員の補欠選任について 

第４・第６被選任区の理事に欠員が生じましたので、それぞれの被選任区の役員推せん会議を経て、

平成１９年度通常総代会で新たに理事２名が選任されました。この度、選任された理事の任期は前任者

の残任期間で、平成２０年３月８日から平成２２年３月３１日までとなります。 

 

 

 

 

 

被選任区 職名 氏 名 住  所 

４ 理事 奥村 治夫 金沢市利屋町 

６ 理事 井上 勝雄 金沢市松寺町 

平 成 １ ９ 年 度 通 常 総 代 会 開 催 
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平成２０年度予算 

◆ 一般会計 

歳入の部            （単位：千円） 

款 本年度予算額 前年度当初予算比 

①組合費 21,607 △    42

②財産収入 1,546 2

③使用料及び手数料 105 0

④補助金及び交付金 23,459 △17,936

⑤雑収入 52 6

⑥過年度収入 122 66

⑦委託費 2,399 94

⑧繰入金 4,950 2,350

⑨繰越金 4,160 △ 1,340

合  計 58,400 △16,800

 

 

 

⑤雑収

入

0.1%

⑥過年

度収入

0.2%

⑦委託

費

4.1%

⑧繰入

金

8.5%

⑨繰越

金

7.1%

②財産

収入

2.6%

③使用

料及び

手数料

0.2%

①組合

費

37.0%

④補助

金及び

交付金

40.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出の部            （単位：千円） 

款 本年度予算額 前年度当初予算比 

①事務費 18,511 545

②選挙費 680 640

③事務所費 970 0

④維持管理費 23,636 △ 9,206

⑤管理体制整備推進活動費 1,000 0

⑥新農業水利システム保全対策事業費 6,770 △ 1,995

⑦公課費 40 0

⑧財産費 10 0

⑨区債及び借入金 0 0

⑩負担金・分担金 2,617 △ 6,252

⑪賦課金徴収諸費 864 △     1

⑫委託費 861 △  294

⑬繰出金 2,041 △  237

⑭予備費 400 0

合  計 58,400 △16,800

⑭予備費
0.7%

⑪賦課金
徴収諸費

1.5%

⑥新農業
水利シス
テム保全
対策事業

費
11.6%

⑦公課費
0.1%

⑤管理体
制整備推
進活動費

1.7%

⑫委託費
1.5%

⑨区債及
び借入金

0.0%
⑩負担金・
分担金
4.5%

⑧財産費
0.0%

⑬繰出金
3.5%

①事務費
31.7%

②選挙費
1.2%

③事務所
費
1.7%

④維持管
理費
40.5%

●決済金特別会計       60,800 千円（前年度当初予算比 △300 千円）

●職員退職給与積立金特別会計  9,000 千円（前年度当初予算比  883 千円）

●管理区積立金特別会計    7,600 千円（前年度当初予算比  754 千円）

◆ 特別会計 歳入歳出予算額 
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◆ 平成２０年度賦課金（平成 20 年 3 月 8 日総代会議決） 

１０ア－ル当り賦課基準額 　（単位：円）

　　 田　　　   　 畑　　

経常賦課金　　 　 　　　　　　　　　 　　

  一般経常賦課金　 　  全区域　　　　  　 900.00 630.00

 旧宇ﾉ気町用排水区域　 110.00 77.00  指江、狩鹿野

  指江管理区　　　   旧宇ﾉ気町排水区域 　 88.00 61.60  森、内日角

  維持管理費賦課金 　 津幡町用排水区域　 178.00 124.60  領家

　　　　　　　　　　  津幡町排水区域  　 142.00 99.40  能瀬

　 舟橋管理区　　　 　

　 維持管理費賦課金 　 全区域　　　　  　 107.00 74.90

　 潟端北管理区　　 　

　 維持管理費賦課金 　 全区域　　　　  　 70.00 49.00

　 潟端南管理区　　 　  津幡町の区域　  　 284.00 198.80

　 維持管理費賦課金 　 金沢市の区域　  　 162.00 113.40

  八田管理区　　　 

  維持管理費賦課金 　 全区域　　　　  　 324.00 226.80

  大場管理区　　　  　　　　　　　　　 　　　

  維持管理費賦課金 　 全区域　　　　  　 55.00 38.50

　　　　　　　　　　  Ａ区域　　　　  　 414.00 289.80

　 木越管理区　　　 　  Ｂ区域　　　　  　 276.00 193.20

　 維持管理費賦課金   Ｃ区域　　　　  　 138.00 96.60

　　　　　　　　　　　  Ｄ区域　　　　  　 34.00 23.80

　　　　　　　　　　  Ａ区域　　　　  　 464.00 324.80

　 大浦管理区　　　 　  Ｂ区域　　　　  　 348.00 243.60

　 維持管理費賦課金   Ｃ区域　　　　  　 232.00 162.40

　　　　　　　　　　　  Ｄ区域　　　　  　 116.00 81.20

　　　　　　　　　　  Ｅ区域　　　　  　 406.00 284.20

　 粟ケ崎管理区　　  　　　　　　　　　 　　　　    

　 維持管理費賦課金 　 全区域　　　　  　 230.00 161.00

　 内日角管理区　　  　　　　　　　　　 

　 維持管理費賦課金 　 全区域　　　　  　 134.00 93.80

 賦課基準額 
科　　　目　 区　　　域 記　　　事

 

・賦課面積確定期日 平成２０年４月１日現在 

・賦 課 期 日 平成２０年１０月 １日 

・徴 収 期 限 平成２０年１０月３１日 
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平成１８年度決算 

◆一 般 会 計 

歳入の部             （単位：円） 

款 本年度決算額 本年度予算比

①組合費 21,959,656 △ 50,344

②財産収入 995,328 328

③使用料及び手数料 427,839 292,839

④補助金及び交付金 32,012,800 △ 11,200

⑤雑収入 21,982 △ 47,018

⑥過年度収入 9,348 △ 66,652

⑦委託費 2,305,216 216

⑧繰入金 3,800,000 0

⑨繰越金 5,016,253 253

合  計 66,548,422 118,422

 

 

 

 

 

 

歳出の部             （単位：円） 

款 本年度決算額 本年度予算比 

①事務費 16,422,787 △2,436,213

②選挙費 0 △   40,000

③事務所費 944,647 △  130,353

④維持管理費 30,546,611 △1,797,389

⑤管理体制整備推進活動費 1,000,000 0

⑥公課費 37,900 △    2,100

⑦財産費 0 △   10,000

⑧区債及び借入金 0 0

⑨負担金・分担金 6,566,575 △  107,425

⑩賦課金徴収諸費 785,915 △   94,085

⑪委託費 2,163,000 △   42,000

⑫繰出金 2,202,381 △      619

⑬予備費 0 △1,100,000

合  計 60,669,816 △5,760,184

収支差引 5,878,606 円は翌年度(平成 19 年度)へ 

 

◆特 別 会 計 

●決済金特別会計 
歳入の部             （単位：円） 

款 本年度決算額 本年度予算比

①決済金 6,737,954 4,657,954

②雑収入 35,637 13,637

③繰越金 56,727,319 29,319

合  計 63,500,910 4,700,910

 

 

 

歳出の部             （単位：円） 

款 本年度決算額 本年度予算比

①積立金 0 △55,000,000

②繰出金 3,800,000 0

合  計 3,800,000 △55,000,000

収支差引 59,700,910 円は翌年度(平成 19年度)へ 

●職員退職給与積立金特別会計 （単位：円） 

区  分 本年度決算額 本年度予算比

歳 入 7,252,399        1,399

歳 出           0 △ 7,251,000

収支差引 7,252,399 円は翌年度(平成 19 年度)へ 

 

 

 

●管理区積立金特別会計    （単位：円） 

区  分 本年度決算額 本年度予算比

歳 入 5,426,076       76

歳 出           0 △ 5,426,000

収支差引 5,426,076 円は翌年度(平成 19 年度)へ 
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　　　　　　　　　　　  平成１８年度　　 　　　 財産目録
　 摘       要 金　　　額
　 　資　産　の　部 　　　　　　　　         　円
　 　　一、流　動　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,945,918
　 　　　１．現金及び預貯金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,878,606
　 　　　 （１）一　般　会　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,878,606
　 　　　　　 ア、現金手許在高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　 　　　　　 イ、預　貯　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,878,606
　 　　　　　　　　　　石川かほく農業協同組合津幡支店　　　　　　　　　　　　 5,255,264

　　　　　　　　　　農林中央金庫 623,342

　 　　　２．未　収　入　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,312
　 　　　 （１）未　収　賦　課　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,312
　 　　　 （２）その他未収入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

　 　　　３．前払金その他流動資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

　 　　二、特　定　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,353,173
　 　　　１．基　本　財　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,973,788
　 　　　 （１）出　資　証　券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 973,788
　 　　　　　　　　石川かほく農業協同組合（出資予約金を含む）　　　　　　　 893,788
　 　　　　　　　　農林中央金庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,000
　 　　　 （２）土地改良事業振興基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000,000
　 　　　　　　　　農林中央金庫（利付農林債券） (２口）　　　　　　　　　　　　　 100,000,000

　 　　　２．地区除外決済金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59,700,910
　 　　　 （１）農林中央金庫金沢支店　　　　　　　　　　　　　　 29,080,000
　 　　　 （２）石川かほく農業協同組合津幡支店 30,610,910
　 　　　 （３） 現金　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000

　 　　　３．職員退職給与引当金見返預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,252,399
　 　　　　　　　　石川かほく農業協同組合津幡支店

　　　４．管理区積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,426,076
　　　　　　　　石川かほく農業協同組合津幡支店

　 　　三、固　定　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,281,103
　 　　　１．機　械　器　具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 742,361
　 　　　 （１）室内冷暖房機　　　　１台　　　　　　　　　　平成１７年度取得　　 493,000
　 　　　 （２）車　輌　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 249,361
　 　　　　　　　　　軽自動車（貨物）   　　　　　　 １台　  平成７年度取得　　　 93,915
　 　　　　　　　　　小型乗用自動車（ワゴン）　　  １台　　平成４年度取得　　 155,446
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　 　　　２．財産として管理する物品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 538,742
　 　　　　　　　 備　品　　 書庫外　１９点　　　　　昭和６０年度以降取得　

　 　　　　　　　　　　　　  資産の部合計　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 180,580,194

　 　負　債　の　部
　 　　一、長　期　負　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

　 　　二、短　期　負　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

　 　　三、職員退職給与積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,252,399

　 　　四、決済金引当金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59,700,910

　　五、管理区積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,426,076

　 　　　　　　　　　　　　  負債の部合計　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 72,379,385  
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平成１８年度事業の施工状況について 

 

●土地改良施設維持管理適正化事業 

施 設 名 場  所 工 事 内 容 工事費 (円)

粟ヶ崎排水機場 河北郡内灘町大根布地内 上屋改築ほか 13,732,950

       

 

●国営造成施設管理体制整備促進事業 

施 設 名 場  所 工 事 内 容 工事費 (円)

大浦排水機場 金沢市東蚊爪町地内 除塵機の整備補修 4,727,000

      

 

施 設 名 場  所 工 事 内 容 工事費 (円)

大場排水機場 金沢市八田町地内 除塵機の整備補修 6,778,000

      

着工前 完 成着工前 完 成

完 成

着工前

着工前 完 成

着工前

完 成
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施 設 名 場  所 工 事 内 容 工事費 (円)

木越排水機場 金沢市大場町地内 
除塵機・ベルトコンベアの 

整備補修 
5,400,000

 

 

      
 

 

      
 

施 設 名 場  所 工 事 内 容 工事費 (円)

湖岸堤防樋門６号 河北郡津幡町川尻地内 扉体の塗装 945,000

      

 

着工前

着工前 完 成

完 成

県営木越排水機場 

国営木越排水機場 

着工前 完 成
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 ●河北潟クリーン作戦(6 月 10 日) 

地域住民やボランティア団体と共に河北潟 

周辺のゴミ拾いを行なう。 

   
 

 

●花いっぱい運動 (7 月 6 日) 

 津幡町さくら保育園の園児(55 名)と、花の

苗 300 株をプランターに植え、保育園前の水路

沿いに配置した。 

  

●出前講座(10 月 15 日) 

かほく市宇ノ気小学校の５年生に河北潟干拓

事業と河北潟の歴史について出前講座を行う。 

 

  
 

 

●出前講座(10 月 16 日) 

 大浦校下いきいき健康教室で、河北潟干拓事

業と河北潟沿岸土地改良区のかかわりについて

出前講座を行なう。 

   

●施設見学と体験学習(10 月 25 日) 

津幡町条南小学校の５年生(87 名)が潟端南第１排水機場を見学し、施設が持つ洪水防止機能など、 

多面的機能について学習する。その後、魚釣りやものつくりを体験し、河北潟の自然環境や生態系に

ついて理解を深めた。 

       

 

 

 

 

 

 

平成１９年度活動報告 

 農業用施設が持つ多面的機能やそれを管理する水土里
み ど り

ネット(土地改良区)を知ってもらうため、

また、自然環境にも興味を持ってもらおうと様々な活動を行なっています。 
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 平成１９年度賦課金調定額 21,639,159 円に対し、5月 30 日現在で納入額 21,594,450 円納入率 99.79％となりました。 

 これも偏に組合員各位の賦課金納入へのご協力の賜ものと深く感謝し、お礼申し上げます。 

 土地改良区の運営は賦課金が主たる財源でありますので、業務の効率的運営と経費の節減に努力致しております。 

 今後とも、土地改良区運営にお気付きの点または苦情があれば事務局の方へご一報下されば迅速に対処して参りますの

でご協力の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙区 大　　字 5月30日 調　定　額 納入率（％） 選挙区 大　　字 5月30日 調　定　額 納入率（％）

 　森 　 129,923 129,923 100.00% 田 中 町 352,078 352,078 100.00% 

狩 鹿 野 234,985 234,985 100.00% 宮 保 町 213,429 213,429 100.00% 

指　　江 450,757 450,757 100.00% 三 池 町 103,619 103,999 99.63% 

鉢　　伏 69,971 69,971 100.00% 高 柳 町 365,510 365,510 100.00% 

上 山 田 31,097 31,097 100.00% 今 昭 町 192,636 211,381 91.13% 

七　　窪 13,941 13,941 100.00% 千 田 町 241,025 241,479 99.81% 

宇 野 気 28,624 28,624 100.00% 千 木 町 360,643 360,643 100.00% 

内 日 角 558,845 559,763 99.84% 疋 田 町 31,651 31,651 100.00% 

大　　崎 57,910 60,067 96.41% 横 枕 町 90,991 90,991 100.00% 

小　計 1,576,053 1,579,128 99.81% 福 久 町 368,654 368,654 100.00% 

 　庄 　 24,376 24,376 100.00% 荒 屋 町 45,922 45,922 100.00% 

舟　　橋 768,639 768,639 100.00% 金 市 町 44,301 44,301 100.00% 

加　　茂 48,442 48,442 100.00% 小 坂 町 10,116 11,348 89.14% 

能　　瀬 750,328 750,328 100.00% 浅野本町 45,644 45,644 100.00% 

領　　家 294,806 294,806 100.00% 乙 丸 町 14,868 14,868 100.00% 

小　計 1,886,591 1,886,591 100.00% 春 日 町 236 236 100.00% 

南 中 条 114,618 115,338 99.38% 神谷内町 18,002 18,002 100.00% 

北 中 条 149,337 149,337 100.00% 柳 橋 町 1,099 1,099 100.00% 

太　　田 371,394 371,394 100.00% 法光寺町 9,752 9,752 100.00% 

潟　　端 956,045 956,045 100.00% 百 坂 町 38,211 38,211 100.00% 

川　　尻 1,392,036 1,392,036 100.00% 小　計 2,548,387 2,569,198 99.19% 

中　　橋 4,912 4,912 100.00% 沖　　町 244,623 244,623 100.00% 

五 反 田 149,836 149,836 100.00% 磯 部 町 362,094 362,094 100.00% 

中 須 加 167,452 173,703 96.40% 松 寺 町 546,051 546,051 100.00% 

横　　浜 16,502 16,502 100.00% 北 寺 町 152,730 152,730 100.00% 

小　計 3,322,132 3,329,103 99.79% 東蚊爪町 1,116,388 1,116,388 100.00% 

大 場 町 834,970 839,268 99.49% 大 浦 町 969,419 970,633 99.87% 

八 田 町 1,329,269 1,329,269 100.00% 木 越 町 1,145,542 1,145,542 100.00% 

才 田 町 2,124,513 2,124,513 100.00% 小　計 4,536,847 4,538,061 99.97% 

今　　町 355,494 355,494 100.00% 向 粟 崎 268,590 268,590 100.00% 

二日市町 389,960 389,960 100.00% 大 根 布 163,084 163,084 100.00% 

岸 川 町 187,269 187,269 100.00% 宮　　坂 171,118 171,118 100.00% 

利 屋 町 688,505 688,505 100.00% 西 荒 屋 302,619 302,619 100.00% 

弥 勒 町 123,970 123,970 100.00% 

南森本町 241,322 241,322 100.00% 小　計 905,411 905,411 100.00% 

北森本町 269,357 277,697 97.00% 

忠 縄 町 230,525 230,525 100.00% 

梅 田 町 42,171 42,171 100.00% 21,594,450 21,639,159 99.79% 

八 幡 町 1,704 1,704 100.00% 

小　計 6,819,029 6,831,667 99.82% 

第７区

総　合　計

平成１９年度　賦課金納入状況　字別一覧表

第１区

第５区

第２区

第３区

第６区

第４区

 
★組合員資格得喪の通知(自己申告)を必要とするのは！ 
 ●農業者年金を受けるため経営委譲した場合 ●農地の売買、贈与、交換等で名義変更があった場合 

 ●組合員の死亡により、農地を相続した場合［土地改良法第 43 条第 1 項］ 

★公共事業の転用にも決済金がかかります！ 
 ●公共事業(道路・公園・河川・建物等)の用地として転用される農地についても、転用決済金の納付が

義務づけられています。［土地改良法第 42 条第 2 項］ 

 ●農地転用申請と決済金の納付がない限り、土地改良区の土地台帳から賦課面積を削除できませんの

で、そのまま賦課金がかかります。 

 ●特に公共事業の転用申請が遅れているところが見受けられます。用地買収の話合いの時には、転用手

続きの問題も十分に協議して下さい。 

 

 

組合員・農地の移動と転用については、当土地改良区に必ず申請届けをして下さい。 

ご 存 知 で す か ！

自 己 申 告 で す 
お気付きの点が

ございましたら、

お問い合わせを 
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◆ 総代選挙の予定日程について
 

当土地改良区の現任総代の任期が本年１０月

２５日に満了となりますので、総代総選挙の日程

等についてお知らせします。 

 

１．選挙管理者  石川県選挙管理委員会の指定

により、津幡町選挙管理委員会 

 

２．選挙期日の告示日 １０月９日（木） 

 

３．選挙区の区域及び各選挙区ごとの選挙すべき

総代定数（別表のとおり。） 

 

４．選挙人名簿について 

（１） 選挙人名簿は、９月５日現在で当土地改

良区が調製します。 

（２） 選挙人名簿の縦覧 

９月１０日（水）から９月１４日(日)ま

で毎日午前８時３０分から午後５時ま

で、次の場所で縦覧に供します。 

第 1 区 かほく市役所 

第 2・3 区 津幡町役場 

第 4 区 金沢市森本市民センター 

第 5 区 金沢市農協小坂支店 

第 6 区 金沢市農協川北支店 

第 7 区 内灘町役場 

（３） 縦覧期間内に選挙人名簿を縦覧して疑

問や異議があるときは、直接当土地改良

区事務局に申し出てください。 

   （異議申立のときは認印携行のうえ、直

接事務所へ来て下さい。） 

 

５．立候補の届出 

（１） 立候補できるもの 

ア．当土地改良区の組合員であること。 

イ．立候補する選挙区の選挙人名簿に登載

されていること。 

ウ．年令２５歳以上の者（成年被後見人、

被保佐人及び禁固以上の刑に処せられて

執行中の者を除く。） 

（２） 立候補の届出期間 

  １０月９日（木）から１０月１０日（金）

まで 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３） 立候補の届出場所 

第 1 区 かほく市役所総務課 

第 2・3 区 津幡町役場総務課 

第 4 区 金沢市森本市民センター 

第 5 区 金沢市農協小坂支店 

第 6 区 金沢市農協川北支店 

第 7 区 内灘町役場総務課 

（４）立候補届出用紙は、それぞれの選挙区の

届出場所にあります。（届出の際は、認印

携行のこと。） 

（５）立候補の辞退届出提出場所も同じ。 

（６）立候補辞退届があった場合の補充立候補

届出は１０月１３日（月）までです。 

 

６．投 票 

（１） 投票日は１０月１６日（木）です。 

ただし、立候補者の数がそれぞれの選挙

区の定数を超えないときは、その選挙区

の投票は行いません。 

（２） 投票は、選挙人名簿に登載された本人が、

自ら投票所で行います。（代理投票、書

面投票、不在者投票はできません。） 

（３） 投票所、投票時間は未定ですので、決定

次第お知らせします。 

 

７．その他 

（１） 立候補者の数が各選挙区の定数の６分

の５にならないときは、その選挙区のみ

再選挙することになります。 

（２） 今回の選挙において各選挙区毎に選挙

長、同職務代理者、選挙立会人を予め本

人の承諾を得て組合員の中から定める

ことになっていますが、立候補者はこれ

らの管理人又立会人になることはでき

ません。 

（３） 今回の総代選挙について不明な点があ

りましたら、次の所へお問合せ下さい。 

当土地改良区事務所 

  電話 ２８９－３５０８ 

津幡町選挙管理委員会（津幡町総務課） 

 電話 ２８８－２１２０ 

  別表 

 
選挙区 選 挙 区 域 

総代

定数

第１区
かほく市のうち旧宇ノ気

町の区域 
９人

第２区
津幡町のうち、旧英田村、

旧津幡町の区域 
７

第３区
津幡町のうち、旧井上村、

旧中条村の区域 
１１

第４区
金沢市のうち、旧森本町

の区域 
２０

第５区
金沢市のうち、旧小坂村

の区域 
１４

第６区
金沢市のうち、旧川北村

の区域 
１２

第７区 内灘町の区域 ５

計  ７８

 


